
新旧対照表

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱

改正後 改正前

本文

第１条～第３条（略）

（補助金の交付の申請手続）

第４条 規則第３条第１項及び第２項の申請書並びに関係書類の様式は、そ

れぞれ別記第１号及び第１－２号から第１－５号までによるものとする。

２（略）

（補助金の交付の決定の通知）

第５条 知事は、規則第３条及び前条の規定による申請が適当であると認め

たときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとす

る。ただし、当該申請をしたものが別表第２に掲げるいずれかに該当する

と認めるときを除く。

第６条（略）

（補助の条件）

第７条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事

項を遵守するとともに、間接補助金の交付に際して、事業実施主体に対し

同様の条件を付さなければならない。

（１）～（７）（略）

（８）補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当する

と認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としないこと等の

暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

本文

第１条～第３条（略）

（補助金の交付の申請等）

第４条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第１号

様式による補助金交付申請書を知事に提出しなければならない。

２（略）

（補助金の交付の決定）

第５条 知事は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助

金の交付の決定をし、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申

請をしたものが別表第２に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除

く。

第６条（略）

（補助の条件）

第７条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲

げる事項を遵守するとともに、間接補助金の交付に際して、事業実施主

体に対し同様の条件を付さなければならない。

（１）～（７）（略）

（８）補助事業の実施に当たっては、別表第２に掲げるいずれかに該当する

と認められるものを間接補助事業者又は契約の相手方としない等の暴力

団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
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（９）（略）

２（略）

第８条（略）

（実績報告等）

第９条 規則第 11 条第１項の実績報告書の様式は、別記第３号様式による

ものとし、補助事業者は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受け

た日から起算して 30 日を経過した日又は当該年度の３月 31 日のいずれ

か早い日までに知事に提出しなければならない。ただし、これにより難い

場合は、翌年度の４月 15 日までに提出するものとする。

２ 補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請

した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費

税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して

報告しなければならない。

３ 補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請

した場合は、第１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当

該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額（前項の

規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る

部分の金額）を別記第４号様式により知事に報告するとともに、当該金額

を知事に返還しなければならない。

第 10条（略）

（概算払）

第 11条 補助事業者は、規則第 14 条の規定に基づく補助金の概算払を受け

（９）（略）

２（略）

第８条（略）

（実績報告等）

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、別記第３号様式による

実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認

を受けた日から起算して 30 日を経過した日又は当該年度の３月 31 日の

いずれか早い日までに知事に提出しなければならない。ただし、これに

より難い場合は、翌年度の４月 15 日までに提出するものとする。

２ 第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者

は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入

控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告

しなければならない。

３ 第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業

者は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費

税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合

は、その金額（前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金

額が減じた額を上回る部分の金額）を別記第４号様式により速やかに知

事に報告するとともに、知事の返還命令を受けて、これを返還しなけれ

ばならない。

第 10条（略）

（概算払）

第 11条 補助事業者が、規則第 14 条ただし書の規定に基づく補助金の概算
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ようとするときは、別記第５号様式による概算払請求書を知事に提出しな

ければならない。

第 12条～第 15 条（略）

（県内発注）

第 16条 補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達によ

る地消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。

（情報の開示）

第 17条（略）

（委任）

第 18条（略）

附 則

１（略）

２ この要綱は、令和 10 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第６条、第７条第１号及び第３

号から第６号まで、第９号第３項、第 10 条、第 13 条、第 14 条並びに第 16

条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則（略）

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

払を受けようとするときは、別記第５号様式による概算払請求書を知事

に提出しなければならない。

第 12条～第 15 条（略）

（新設）

（情報の開示）

第 16条（略）

（委任）

第 17条（略）

附 則

１（略）

２ この要綱は、令和 10 年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第６条、第７条第１号及び第３

号から第６号、第９条第３項、第 10 条、第 13 条、第 14 条及び第 16条の規

定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則（略）

（新設）
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別表第１（第３条関係）

※１～３（略）

※４ 「遊休漁場」とは、本事業活用時点で定置網が敷設されていない海

面のことをいう。

※５ 「遊休漁場において新たに定置網漁業を開始しようとする者」とは

以下の全てを満たす者とする。

（ア）定置網漁業権、第二種共同漁業権、知事許可のいずれかにより、定

置網漁業を営んでいる者又は営もうとする者。ただし、既に定置網

別表第１（第３条関係）

※１～３（略）

（新設）

（新設）

補助対象

経費

補助率等

（略） 【補助率】

20 分の１以内。ただし、以下の者を対象とする場合は 10 分

の１以内とする。

１ 新規漁業就業者（※２）

２ 新規漁場において養殖を開始している又は開始しようと

する者（以下「新規参入養殖業者」という。）（※３）

３ 遊休漁場（※４）において新たに定置網漁業を開始しよ

うとする者（以下「新規参入定置網漁業者」という。）（※５）

【補助上限額（※７）】１漁業者あたり 250 万円。ただし、新

規参入養殖業者（※３）及び新規参入定置網漁業者（※５）

のうち、法人以外は 500 万円、法人は 2,000 万円とする。

【補助対象】漁船取得・改修費における補助対象は、総トン

数 10 トン未満の漁船に限る。ただし、漁船の借受者が新規参

入養殖業者（※３）及び新規参入定置網漁業者（※５）につ

いては、この限りでない。

補助対象

経費

補助率等

（略） 【補助率】

20分の１以内。ただし、新規漁業就業者（※２）及び新規漁

場において養殖を開始している又は開始しようとする者（※

３）を対象とする場合は 10 分の１以内とする。

【補助上限額（※４）】１漁業者あたり 250 万円。ただし、

新規漁場において養殖を開始している又は開始しようとす

る者（※３）のうち、法人以外は 500 万円、法人は 2,000 万

円とする。

【補助対象】漁船取得・改修費における補助対象は、総トン

数 10 トン未満の漁船に限る。ただし、漁船の借受者が新規

漁場において養殖を開始している又は開始しようとする者

（※３）については、この限りでない。
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漁業を営んでいる者においては、ポジティブ・アクションに取り組

む者（※６）に限る。

（イ）遊休漁場で開始する定置網において３人以上を雇用する者

※６ 「ポジティブ・アクションに取り組む者」とは、国が男女共同参画

社会の実現や雇用機会の均等に向けて推進する施策の一環として、

厚生労働省が公表しているポジティブ・アクションの取組事例を参

考に、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から生じる男女労

働者間の格差を解消しようと、自主的かつ積極的に取り組む又は取

り組もうとする者のことをいう。

※７ 令和４年度以降において、高知県漁船導入支援事業費補助金若しく

は高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金又はその両方

の交付を受けた場合は、その交付額の合計を 250 万円（ただし、新

規参入養殖業者及び新規参入定置網漁業者のうち、法人以外は 500

万円、法人は 2,000 万円）から減額した額を補助上限額とする。

別表第２～３（略）

別記

第１号様式（第４条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付申請書

（新設）

※４ 令和４年度以降において、高知県漁船導入支援事業費補助金若しくは

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金又はその両方の交

付を受けた場合は、その交付額の合計を 250 万円（ただし、新規漁場に

おいて養殖を開始している又は開始しようとする者のうち、法人以外

は 500 万円、法人は 2,000 万円）から減額した額を補助上限額とする。

別表第２～３（略）

第１号様式（第４条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付申請書
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高知県補助金等交付規則第３条及び高知県水産業成長産業化沿岸地域創出

事業費補助金交付要綱第４条第１項の規定により、関係書類を添えて下記の

とおり申請します。

記

１ 補助金交付申請額

２ 事業の目的と内容

３ 事業着手予定年月日（漁船・漁具等の購入契約締結予定日等を記入する

こと）

４ 事業完了予定年月日（市町村の完了検査予定日を記入すること）

５ 添付書類

（１）～（９）（略）

（10）アクション・プランの取組内容がわかる資料（ただし、定置網漁業を

営んでいる者に限る）

（11）（１）から（10）までに掲げるもののほか、事業内容の説明に必要なも

の

第１－２号～第１－５号様式（略）

第２号様式（第８条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

年度において、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業を実施したいの

で、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱第４条第１

項の規定により、補助金 円の交付を申請します。

記

１ 事業目的

２ 事業着手予定年月日（漁船・漁具等の購入契約締結予定日等を記入する

こと）

３ 事業完了予定年月日（市町村の完了検査予定日を記入すること）

４ 添付書類

（１）～（９）（略）

（新設）

（10）（１）から（９）までに掲げるもののほか、事業内容の説明に必要なも

の

第１－２号～第１－５号様式（略）

第２号様式（第８条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様
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市町村名

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業実施計画変更（中止）承認申

請書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました事業について、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費

補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり変更（中

止）の承認を申請します。

以下（略）

第３号様式（第９条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金実績報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました事業が完了しましたので、高知県水産業成長産業化沿岸地域

創出事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、関係書類を添えて下

市町村名

年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業実施計画変更（中止）承

認申請書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました 年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業につい

て、下記のとおり変更（中止）したいので、高知県水産業成長産業化沿岸地

域創出事業費補助金交付要綱第８条の規定により、その承認を申請します。

以下（略）

第２号様式（第９条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金実績報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました、 年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業を下記

のとおり実施しましたので、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補
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記のとおり報告します。

以下（略）

第３－２号～第３－４号様式（略）

第４号様式（第９条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

年度消費税控除税額等報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました事業について、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費

補助金交付要綱第９条第３項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり

報告します。

以下（略）

第５号様式（第 11条関係）
番 号

助金交付要綱第９条第１項の規定により、その実績を報告します。

以下（略）

第３－２号～第３－４号様式（略）

第４号様式（第９条関係）

番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

年度消費税控除税額等報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で交付の決定がありまし

た 年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金について、高

知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱第９条第３項の規

定により、下記のとおり報告します。

以下（略）

第５号様式（第 11条関係）
番 号
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年 月 日

高知県知事 様

市町村名

補助金概算払請求書

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金（ 年 月 日付け高

知県指令 第 号）を概算交付されるよう、関係書類を添えて下記のと

おり請求します。

記

１ 補助金交付決定額 円

２ 既交付額 円

３ 今回請求額 円

４ 概算払を必要とする理由

５ 添付書類

（１）～（３）（略）

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金概算払請求書

年 月 日付け高知県指令 第 号で交付の決定があ

りました 年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金を概

算交付されるよう、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交

付要綱第 11 条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１ 概算払請求額

補助金交付決定額 円

既交付額 円

今回請求額 円

２ 概算払を必要とする理由

３ 添付書類
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第６号様式（第 12条関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業繰越承認申請書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通知がありま

した事業について、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付

要綱第 12 条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり繰越の承

認を申請します。

以下（略）

第７号様式（第 12条関係）
番 号

年 月 日

（１）～（３）（略）

第６号様式（第 12条関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業繰越承認申請書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通知がありま

した 年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業について、下記の理

由により年度内に完了することが困難になりましたので、高知県水産業成長

産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱第 12 条第１項の規定により、繰

越の承認を申請します。

以下（略）

第７号様式（第 12条関係）
番 号

年 月 日
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高知県知事 様

市町村名

年度終了報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通知がありま

した事業について、 年度の事業を完了しましたので、高知県水産業成長

産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱第 12条第３項の規定により、関

係書類を添えて下記のとおり報告します。

以下（略）

第８号様式（第 13条第１項関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業利用状況等報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました事業について、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費

補助金交付要綱第 13条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとお

高知県知事 様

市町村名

年度終了報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通知がありま

した 年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業について、 年度

の事業を完了しましたので、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費

補助金交付要綱第 12 条第３項の規定により報告します。

以下（略）

第８号様式（第 13条第１項関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業利用状況等報告書

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました 年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業につい

て、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱第 13条第
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り報告します。

以下（略）

第９号様式（第 13条第３項関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業の利用内容の変更について

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通知

がありました事業について、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補

助金交付要綱第 13条第３項の規定により、利用内容を変更しましたので、
関係書類を添えて下記のとおり報告します。

記

１ 事業実施年度

２ 事業実施主体

１項の規定により下記のとおり報告します。

以下（略）

第９号様式（第 13条第２項関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業の利用内容の変更について

高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱第 13条第２
項の規定により、下記のとおり利用内容を変更しましたので、報告します。

記

１ 対象事業

事業実施年度

事業実施主体

導入漁船・漁具等
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３ 導入漁船・漁具等

４ 変更年月日

５ 変更の理由

６ 変更の内容

７ 添付書類

（１）～（２）（略）

第 10号様式（第 14条関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

漁船・漁具等の被災等の報告について

年 月 日付け高知県指令 第 号で補助金の交付の決定通

知がありました事業により取得した漁船・漁具等が、 により被災し

ましたので、高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業費補助金交付要綱第

２ 変更年月日

３ 変更の理由

４ 変更の内容

５ 添付書類

（１）～（２）（略）

第 10号様式（第 14条関係）
番 号

年 月 日

高知県知事 様

市町村名

漁船・漁具等の被災等の報告について

年度高知県水産業成長産業化沿岸地域創出事業により取得した漁船・

漁具等が、 により被災しましたので、高知県水産業成長産業化沿岸

地域創出事業費補助金交付要綱第 14条の規定により、下記のとおり報告し
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14条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。
以下（略）

ます。

以下（略）


